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　著者は、すでに今村［2017］において、ヘーゲルの『法哲学要綱』（以下『法哲学』）を
参照しつつ、彼の法哲学における犯罪と刑罰について考察した。ヘーゲルにおいて、犯罪
とは、個別特殊的なレヒト1の侵害であり、しかもそれは同時に、共同のレヒトあるいはレ
ヒトそれ自体を侵害する暴力である。そして、刑罰とはレヒトの侵害の廃棄であり、それ
によってレヒトの回復が果たされる。犯罪はレヒトの侵害ないし否定として消極的に規定
しうるのみで、それ自体では何ら肯定的・積極的な規定をもたない。この意味で犯罪は常
に「無として存在するもの」でしかない。「無としての存在」である以上、それは必然的に
無に帰する他ない。刑罰による犯罪の廃棄はこのように「無の無化」なのである。
　刑罰はレヒトの否定としての犯罪の廃棄、あるいは無としての犯罪の無化であり、それ
をつうじてのレヒトの回復であるというこの議論は、犯罪と刑罰に対する概念規定として
だけでなく、ヘーゲルによる刑罰正当化論とも捉えうる。しかしヘーゲルは、後に見るよ
うに、これに加えて、〈犯罪者はその犯行をつうじてひとつの法則を定立・是認し、自ら
をその下に包摂している〉というテーゼ（以下「犯罪者による立法テーゼ」と呼ぶ）を用
いた刑罰正当化論をも提示している。しかし、周知のように、このテーゼに対する評価は
決して芳しいものではなく、複数の論者から痛烈な批判を浴びることとなる2。それらの批
判は概ね妥当であろう。それゆえ本論はこのテーゼをあえて擁護しようとは思わない。本
論の目的は、このテーゼの擁護ではなく、このテーゼをつうじてヘーゲルの裁判論、とり
わけその陪審制度論を考察することにある。というのも、ヘーゲルが「犯罪者による立法
テーゼ」をつうじて示す刑罰の主観的側面への固執は、自白に基づく判決を理想とする彼
の裁判論や、陪審員に被告の代弁者の役割を付与する陪審制度論にも反映されていると思
われるからである。
　本論の構成を予示しておこう。第1章では「犯罪者による立法テーゼ」の内容を明らか
にする。第2章では「犯罪者による立法テーゼ」が刑罰に関する積極的規定を何ら有して
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いないため、刑罰だけでなく、犯罪に対する不当な報復をも正当化してしまうことを指摘
し、次いで、真正なる刑罰と単なる復讐はどのように区別されるのかという問題を提起す
る。第3章では、この問題に対して、常に法の普遍的意志の実現を志向する裁判に基づい
た報復こそが真正なる刑罰であるとの回答を与える。第4章では、陪審制度に関するヘー
ゲルの議論を検討し、その上で、犯罪者の意識をレヒトへと繋ぎとめておかねばならない
というヘーゲルの信念が「犯罪者による立法テーゼ」にも、自白に基づく判決を理想とす
る裁判論にも貫かれているということを示す。

第１章　「犯罪者による立法テーゼ」

　ヘーゲルにとって刑罰の問題は、生涯決して彼から離れることのない、お気に入りの
テーマであった （ガダマー［1990］、91頁）。その刑罰への関心を、われわれは、彼の初期
（フランクフルト期）の著作『キリスト教精神とその運命』の中にすでに見出すことができ
る。

　 「刑罰は犯された法による作用であり、人はそれとの関係を断ったとしても、それでもな
お、彼はそれに依っているのであり、彼はそれから―そして刑罰からも自分の行為から
も―逃れることができない。というのも、法の性格は普遍性であるから、犯人が法の実質
を破壊したとしても、しかし、その形式、すなわち普遍性は存在し続けており、よって
彼がその主人となったと思った法も存在し続けているのである。しかし、法はその内容
に関して反対になっているように見える。法は以前の法と矛盾した行為という形をとっ
ているのである。その行為の内容は今や普遍性の形をとっており、したがってそれは法
なのである。あるものが以前のそれと反対のものになるというこの転倒こそが、刑罰で
ある。人は法から解放されたとしても、なおも法への服従にとどまるのである。」（Nohl
［1907］，pp. 279-280）

　犯罪者はその犯行によって法から逃れたと思うかもしれない。たとえば殺人犯は、その
犯行によって、法の実質―「殺すな」という内容―を破壊し、それによって法から逃れえ
たと思い込むかもしれない。しかし彼は、その犯行をつうじて、「殺すな」という法の内容
を破壊すると同時に、それと相反する新たな内容―「殺してもよい」―を備えた法を定立
することになる。彼が定立したその新たな法は、内容においては以前の法と正反対であり
ながらも、しかしその形式においては以前の法と同じく普遍性を保っている。そして刑罰
とは、彼が定立したその法を彼自身に適用することに他ならない。殺人犯は、自らが定立
した「殺してもよい」という法を自らに適用されることで、死刑に処せられるのである。
　刑罰は犯罪者が犯行をつうじて定立した法を彼自身に適用することである。この刑罰論
は、ヘーゲルのその後の著作でもたびたび繰り返され、彼の死の前年（1830年）に出版さ
れた『エンツュクロペディー』第3版にも登場する（Enz.§500）。法哲学の分野における
彼の主著『法哲学』では、この刑罰論は次のように表現される。
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　 「犯罪者の身に起こる侵害［＝刑罰］は即自的に
4 4 4 4

正当である―正当なものとして、その侵
害は同時に彼の即自的に

4 4 4 4

存在する意志でもあり、彼の自由の現存在、彼の
4 4

レヒトでもあ
る。それだけでなく、その侵害はまた、犯罪者自身に対するひとつのレヒト

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

でもある。
すなわち、彼の現存在する

4 4 4 4 4

意志の内に、彼の行為の内に定立されている
4 4 4 4 4 4 4

のである。とい
うのも、理性的

4 4 4

存在としての彼の行為の内には、その行為が普遍的な何かであること、
その行為をつうじてある法則が立てられたということがあるからである。彼はその法則
を行為において自ら是認したのであり、彼はまた彼の

4 4

レヒトとしてのその法則の下に包
摂されうるのである。」（§100）

　この箇所で犯罪者は「理性的存在」として性格づけられている。犯罪者が法の普遍性へ
と関わる者であり、その犯行が法の定立であるのは、ひとえに彼が理性的存在者であるこ
とに存する。〈犯罪者はその犯行をつうじてひとつの法則を定立・是認し、自らをその下に
包摂している〉というテーゼ（「犯罪者による立法テーゼ」）が、ここではより明確に表現
されており、さらにそれは刑罰の正当化根拠として提示されてもいるのである。先に見た
ように、刑罰とは、犯罪者がその犯行をつうじて定立し是認した彼の（彼だけの）法の彼
自身への適用なのだから、彼にそれを科すことは不正ではない。それどころか、刑罰は彼
の意志の実現ないし彼のレヒトの実現ですらある（§100, Anm.）。刑罰は彼の意志ないし
レヒトの実現として正当化されるのである。

第２章　問題提起―『羅生門』を手がかりに

　人はときに罪を犯す。しかし、人はそれによって法から逃れることはできない。という
のも、彼の犯行それ自体がひとつの法の定立だからである。このヘーゲルの洞察に対する
印象的なイラストレーションを、われわれは芥川龍之介の『羅生門』に見出すことができ
る。そして、そのエピソードをつうじて、われわれはさしあたり二つの洞察を得ることが
できるように思われる。
　よく知られているように、『羅生門』は、災害によって荒廃した平安の都の一隅で、打ち
棄てられた女の死骸から髪の毛を抜き取る老婆と、それを見咎めた下人の話である。「己は
検非違使の庁の役人などではない。今し方この門の下を通りかかった旅の者だ。だからお
前に縄をかけて、どうしようと云うような事はない。ただ、今時分この門の上で、何をし
て居たのだか、それを己に話しさえすればいいのだ。」―下人はこのように問い質す。それ
に対し、老婆は「この髪を抜いてな、鬘にしようと思うたのじゃ」とわけを話し、それに
続けて「死人の髪の毛を抜くと云う事は、何ぼう悪い事かも知れぬ。じゃが、ここにいる
死人どもは、皆、そのくらいな事を、されてもいい人間ばかりだぞよ」と告げる。老婆の
話では、いまや死骸となり果てたその女は、生前には干したヘビを干魚と偽って売ってい
たのである。すると、それを聞いた下人は「では、己が引剥ぎをしようと恨むまいな」と
言うや、老婆の着物を剥ぎ取り、その場から消え去ってしまう。
　以上の『羅生門』のエピソードでは、老婆と下人のそれぞれが、咎められるべき不正を、
それと知りつつ行っている3。しかし、死骸から髪の毛を抜き取る老婆にも、その老婆から

― 77 ―

ヘーゲル刑罰論における〈犯罪者は犯行をつうじてひとつの法則を定立している〉というテーゼをめぐって



衣服を剥ぎ取る下人にも、それぞれ言い分がある。そして、両者の言い分は共に「犯罪者
による立法テーゼ」に訴えたものと解釈しうる。すると、その解釈のもとでは、老婆の言
い分は、およそ次のようになるであろう。すなわち、いまや死骸となり果てたこの女は、
生前ヘビを魚と偽って売ることで、「不正を行ってもよい」という法を定立し是認した。そ
うであるならば、その法を彼女に適用し、彼女の死骸から髪の毛を抜き取ることは不正で
はない。そして、下人の言い分は次のようになるであろう。すなわち、女の死骸から髪の
毛を抜き取ることで、老婆は「盗んでもよい」という法を定立し是認した。そうであるな
らば、その法を老婆に適用し、老婆から着物を剥ぎ取ることは不正ではない。
　ヘーゲルにおいて「犯罪者による立法テーゼ」は刑罰の正当化理由であった。その同じ
テーゼが、老婆と下人においては不正行為の正当化に援用されている。このことは、この
テーゼが刑罰だけを正当化するものではないことを示唆している。だとすると、このテー
ゼは単独では刑罰を正当化しえないということになろう。これが『羅生門』のエピソード
から得られる第一の洞察である。「犯罪者による立法テーゼ」は、犯罪を一種の立法・司
法行為と捉え、それによって、犯罪者に法の理解能力―立法と司法の能力―を認めると共
に、犯罪者は法の理解者であるがゆえに法から（それゆえにまた刑罰からも）逃れられな
いということをわれわれに教える。しかしこのテーゼは、刑罰に関する積極的規定―「そ
もそも刑罰とはどのようなものであるべきか」という問いに対する回答―を何ら有しては
いない。そのため、刑罰ならざるものまでもが、このテーゼによって正当化されてしまう
のである。
　不正を犯した者に不正をもって報いることを4、われわれはときに「懲らしめ」や「罰」
などと称する。その報復は、たしかに刑罰とある共通点を有している。しかし、それを真
正なる刑罰と見なすことはできないだろう。老婆も下人も、自分たちの行為は不正を犯し
た者に対する報復であると弁明するのだが（ただし下人の場合、その弁明は暗黙の弁明な
のだが）、だからといって彼らは自分たちの行為を本気で刑罰と考えてはいないであろう。
　では両者の違いは何に存するのだろうか。この問題に対する答えのヒントになると思わ
れるのが「己は検非違使の庁の役人などではない…だからお前に縄をかけて、どうしよう
と云うような事はない」という下人の言葉である。この言葉が含意するのは、真正なる刑
罰は、私人ではなく、資格を有する「役人」によってこそ科せられねばならないというこ
とであろう。刑罰を科する者には何らかの資格が求められる。これが『羅生門』から得ら
れる第二の洞察である。では、刑罰を科する者に求められる資格とは何か。『羅生門』のエ
ピソードから得られる二つの洞察を経て、われわれは、ヘーゲルの刑罰論における真正な
る刑罰と単なる復讐の区別の問題へと向かうことになる。

第３章　刑罰と復讐

　「犯罪者による立法テーゼ」は刑罰だけを正当化するものではないというのが第一の洞
察であった。このテーゼはたしかに刑罰の正当化理由のひとつではあるかもしれないが、
しかし、刑罰に関する積極的規定を有していないため、刑罰でないもの―私人による復讐
（Rache）―までも正当化してしまう。では、真正なる刑罰とはどのようなものであり、そ
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れはどのようにして単なる復讐から区別されるのだろうか。刑罰を科す者にはある資格が
求められるというのが第二の洞察であった。不正に対する報復は、その資格を有する者に
よって行われるとき、単なる復讐とは異なる真正な刑罰となる。そのような資格を有する
のは「普遍者」であるとヘーゲルは言う。

　 「レヒトが犯罪に対して復讐
4 4

の形式をとるとき（§102）、それは単に即自的に
4 4 4 4

レヒトであ
るにすぎず、法の形式においては、すなわち、その存在においては正当ではない。被害
当事者に代わって、裁判において固有の現実性をもつ侵害された普遍者

4 4 4

が現れ、犯罪の
訴追と懲罰を引き受けるのである。それによって、それらの訴追と懲罰は、復讐による
単に主観的

4 4 4

で偶然的な報復であることをやめ、レヒトが自分自身と真に和解すること、
すなわち刑罰

4 4

へと変わるのである。」（§220）

　犯罪に対する訴追と懲罰は、被害当事者ではなく普遍者―裁判で具体的にその役割を担
うのは検察官と裁判官である―によって行われねばならない。もしそれが被害当事者に
よって行われるならば、それは刑罰ではなく法的に正当ならざる復讐である。復讐は単に
主観的で偶然的でしかない報復である。ヘーゲルが参照を指示している§102では、復讐
の主観性と偶然性について、次のように述べられている。

　 「形式
4 4

の面では復讐は主観的
4 4 4

意志の行為である。主観的意志は生じたどの侵害にも自ら
4 4

の無限性
4 4 4 4

を置き入れることができるのだから、この主観的意志の正当性は、この意志
もまた他の意志にとっては

4 4 4 4 4 4 4 4 4

単なる特殊的
4 4 4

意志として存在するにすぎないのと同じく、概
して偶然的である。復讐は、それがある特殊的

4 4 4

意志の肯定的行為として存在することに
よって、ひとつの新たな侵害

4 4 4 4 4 4 4 4 4

である。復讐はこのような矛盾として無限進行に陥り世代
から世代へと無制限に継承される。」（§102）

　私人たる被害当事者による復讐は主観的意志の行為である。それゆえ、その正当性は偶
然的である。たとえばそれは、犯罪の重みとは釣り合わない過剰な報復になりがちである。
たとえ報復が犯罪に見合っていたとしても、その均衡は偶然的でしかない。そのような復
讐は、犯罪者の目から見れば、被害者の特殊的意志の行為であり、よってそれはひとつの
新たな侵害でしかない。そして、その新たな侵害は次の新たな復讐を生みだす5。
　刑罰は普遍者による訴追と懲罰であり正当である。しかるに、復讐は犯罪被害者の主観
的意志に基づく行為であり、その正当性は偶然的である。ヘーゲルにおいて、刑罰と復讐
はこのように正当性（Gerechtigkeit）の観点から区別される。だが、問題はその正当性の
意味である。普遍者による訴追と懲罰が正当であると評されるとき、そこで言われている
のは形式における正当性であり、復讐は偶然的にのみ正当であると評されるとき、そこで
言われているのは内容における正当性であり、両者は異なるように思われる。
　後者の内容における正当性とは、侵害としての刑罰が、同じく侵害としての犯罪に、質
と量の点で見合っているときに言われる正当性―「刑罰諸規定の質的・量的性状による正
当性」（§101, Anm.）―であろう。しかし、主観的意志に基づく復讐においては、その正
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当性は偶然的でしかない。そこで、その偶然性を排するべく、前者の形式における正当性
が、すなわち、法廷での司直による訴追と懲罰が要求されることになる6。

　 「裁判官も法律もない社会状態において、刑罰は常に復讐の形式をとる。そして、刑罰が
主観的意志の行為であり、それゆえ内容が適したものでないかぎり、刑罰は欠陥がある
ままにとどまる。なるほど司直もまた人である。しかし、彼らの意志は法律の普遍的な
意志であり、事柄の本性の内に存在しない何ものも刑罰の内に置こうとはしないのであ
る。」（§102, Zusatz）

　常に法律の普遍的意志の実現を志向し、事件当事者がもつ特殊的利害や主観的感情から
自由な司直の手によってこそ、刑罰は科せられねばならず、それによって刑罰の正当性は
確保される7。
　ここまでの議論をまとめよう。犯罪者は犯行をつうじて法を破壊すると同時に、その法
とは矛盾する新たな法を定立・是認し、その法を自分自身に適用する。法哲学者としての
ヘーゲルは、この「犯罪者による立法テーゼ」を終生抱き続け、これを刑罰の正当化理由
としていた。刑罰はそれ自体としては犯罪者に対する加害行為である。しかし刑罰は、彼
が（彼だけが）定立し是認した法の彼自身に対する適用なのだから、それを彼に科すこと
は不正ではない。それどころか、刑罰は彼の意志の実現ないし彼のレヒトの実現ですらあ
る。しかしこのテーゼは、刑罰のあるべき姿に関する積極的規定を有していない。それゆ
えそれは、刑罰だけでなく、刑罰と区別されるべき復讐をも正当化してしまう。復讐は被
害者側の主観的意志の行為であり、法の普遍的意志の実現を志向するものではない。よっ
てその報復の内容は、概して正当性を欠いている。そのような復讐は、単に被害者側の特
殊的意志の実現でしかなく、よってそれは、犯罪者の視点では、自分へと向けられたひと
つの新たな侵害でしかない。そして、その新たな侵害はさらなる復讐を生みだすであろう。
この復讐の連鎖を断ち切るべく、刑罰は、常に法の普遍的意志の実現を志向する裁判―そ
こで犯罪者を訴追する検察官や犯罪者に判決を下す裁判官は、被害当事者特有の主観的感
情や特殊的利害関心から自由である―をつうじてこそ科せられねばならない。犯罪に対す
る報復は、この形式における正当性が満たされてはじめて、真正なる刑罰と呼ばれうる。

第４章　陪審制度

　犯罪に対する報復が私人によって行われた場合、報復の内容における正当性は偶然的で
しかない。その偶然性を排するべく、裁判に基づいた報復、すなわち国家による刑罰が求
められる。しかし、だからといって、犯罪に対する報復における私人の関与が全く否定さ
れるわけではない。むしろヘーゲルは、その関与の余地を認めていると思われる。という
のも、彼は「正当性の存在の仕方に関しては、それが国家においてもつ形式、すなわち刑

4

罰
4

としての形式は唯一の形式ではないし、国家は正当性それ自体の条件をなす前提でもな
い」と述べているからである（§100, Anm.）。実際、国家が法の普遍的意志の実現を独占的
に担うことをヘーゲルは決してよしとしない。むしろ反対に、法の現実化の場である裁判
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への一般市民の参与を、彼は強く支持している（§228, Anm.）。裁判過程は専門家によっ
て独占されるべきではなく、一般市民もこれに参与すべきである。そして、その参与は陪
審制度によって現実のものとなる。
　ヘーゲルにおいて、陪審制度は、第一義的には、法律の公示や公開裁判と共に、裁判当
事者（刑事事件の被告）が有する「自己意識の権利」ないし「主観的意志の権利」の充足
を保障する制度であり、そのようなものとして、彼はこの制度に肯定的な態度をとってい
る8。主観的意志の権利とは「自我が理性的であると洞察しなければ何ものも認めないとい
う権利」であり、裁判との関連では「妥当する

4 4 4 4

法への洞察としての適法的
4 4 4

ないし違法的
4 4 4

な
ものへの洞察」の権利である（§132）。裁判過程は、それが「理性的」ないし「適法的」
であると被告によって洞察されうるものでなくてはならない。そのための制度的保障とし
て、ヘーゲルは法律の公示と公開裁判と陪審制度を要求するのである。

　 「判決は認定された事件を法律
4 4

の下に包摂
4 4

することであるから、当事者の自己意識の権
利は判決において保全されている。というのも、法律

4 4

に関しては、それが周知されてお
り、それにより当事者自身の法律であるからであり、包摂

4 4

に関しては、裁判手続が公開
されているからである。しかし、特殊的で

4 4 4 4

主観的で外面的な事柄の内容
4 4

の判断に関して
は、…自己意識の権利は、判断者の主観性を信頼

4 4

することにより充足されるのである。
この信頼は、主として、当事者がその特殊性や身分等々を判断者と同じくすることに基
づいている。」（§228）

　裁判のプロセスは、事実の認定と9、認定された事実に対する法律の適用に分けられる。
後者の法律の適用は、専門家である裁判官がこれを行う。その際、法律が公示され周知さ
れており、かつ、法律の適用のプロセスが公開されていれば、被告の自己意識の権利は充
足される。それに対し、前者の事実の認定は、教養ある人間ならばだれでも可能である。
そこでの行為の類別においては「行為者の洞察と意図という主観的契機」―たとえば、関
連する事実を知っていたか否か、犯意があったか否かなど―が重要である（§228）。事実
の認定に関しては、被告が判断者の主観性を信頼できるならば、彼の自己意識の権利は充
足される。それゆえそれは、特殊性や身分などにおいて被告と類似する一般の人びと、す
なわち陪審員によって行われるべきであるとヘーゲルは言う。
　事実の認定の際には、「行為者の洞察と意図という主観的契機」、すなわち被告の内心の
状態への言及が避けられない。それを最もよく知る立場にあるのは、当然被告本人である。
それゆえ「自白は確認

4 4

の頂点と見なされねばならない」（Enz.§531）10。しかし、被告は常
に率直に自らの胸中を明かすと想定するのは、あまりにも無邪気である。それゆえ、被告
の内心の状態を他者が推定する必要が生じる。その推定に適任なのは、被告と似通った特
殊性をもつ人びとであろう。境遇や身分の類似は思考の類似を生み出すという考えには、
この場合、一応の合理性を認めることができる。よって、それを根拠に、特殊性において
判断者が被告と似通っていれば、判断者の主観性に対する被告の信頼は確保されていると
見なすことが許されるだろう。無論、これは単に形式上のことであって、実際には、被告
と陪審員の特殊性が類似していても、被告本人の内心の状態と陪審員が推定する被告の内
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心の状態は異なっているかもしれないし、特殊性の類似が判断者の主観性に対する被告の
信頼を実際に生み出すとはかぎらない。被告の自己意識の権利の充足条件である判断者の
主観性への信頼は、単に擬制されるにすぎない。そして、特殊性における被告と陪審員の
同等性は、その擬制に一応の合理的根拠を与える形式的要件にすぎない。
　以上に論じたように、『法哲学』におけるヘーゲルは、被告の自己意識の権利を充足す
る上での形式的要件のひとつとして陪審制度を支持していたと思われる。しかし、後の
1824/25年冬学期の講義では、それとはやや異なる陪審制度論を提示している。

　 「犯人の自白が必要である。しかし、そうならない場合には、彼の魂の言葉を語る他の者
が彼の立場に立って言うであろう、「はい、私がそれをやりました」と。これこそが最
も固有で最も真なる陪審裁判の機能である。陪審員は裁判官ではない。この側面こそが
本質的である。彼らは単なる私人であり、事実だけを究明するのであり、犯罪者の魂の
内へ向けて、あなたは有罪か否かと語りかける。これこそが［裁判官との］主要な違い
である。究極の問題点は犯罪者の心の内にある主観的な確信である。彼自身が自白する
か、さもなくば、私人である他の者が彼の立場へと歩み寄り、彼の魂の言葉を語るので
ある。」（Ilting［1974］，pp. 580-1）

　自白を「確認の頂点」とする立場はここでも変わらず堅持されている。しかし、事実の
認定における陪審員の役割は、いまや被告の内心の推定者ではなく、被告の代弁者へと変
わっている。われわれはこれを単なる表現上の変化と捉えるべきではないだろう。という
のも、被告の自白が得られない場合には、陪審員が彼の「魂の内へ向けて」語りかけ、彼
に代わって「彼の魂の言葉を語る」というヘーゲルの言葉からは、単なるレトリックには
帰しがたいほどの強い語気が感じられるからである。よって、陪審員は被告の代弁者であ
るというここでのヘーゲルの主張を、われわれは文字通りに受け取るべきであろう11。陪
審制度は、もはや被告の自己意識の権利を充足する上での単なる形式的要件ではなくなっ
ているのである。
　陪審員が被告の代弁者であるとするならば、彼らの役割は、いまや被告弁護人のそれに
近づいていると言うべきであろう。「陪審員は裁判官ではない」という言葉に表れているよ
うに、陪審員はいまや明確に被告の側に立っているのである12。その理由はヘーゲルの自
白至上主義にある。刑事事件の裁判において、被告から「私がそれをやりました」という
自白が得られるならば、それを基に下された有罪判決は事実に即しており、それゆえに誤
審の疑いのない正しい判決である13。被告の自白に基づく有罪判決こそが「正解」なので
ある。それはまた、被告自身が認める判決なのだから、彼の自己意識の権利を完璧に充足
する判決でもある。それゆえ、被告の自白に代わる陪審員の評決が、彼が与えることのな
かった自白（彼が与えたかもしれない自白）に即していればいるほど、それに基づく判決
はより「正解」に近づくであろうし、被告の自己意識の権利の充足の度合も、それに連れ
て高まるであろう。よって、陪審員が単に被告の内心の推定者であるよりも、彼の代弁者
である方が、その評決に基づく判決はより正解に近づくことになる。そして、もし仮に陪
審員が被告の内心を文字通り代弁したとすれば、その評決に基づく判決は正解であり、被

― 82 ―

今村 健一郎



告の自己意識の権利は完全に満たされることになる。
　自白の獲得を目的とする裁判は、現代の観点からは批判されねばならない。しかし当時
のドイツにおいて、それは広く日常的に行われる裁判実践であった。歴史的観点からすれ
ば、ヘーゲルの自白への偏重は、当時の裁判実践の反映にすぎない。しかし本論としては、
これを彼の「犯罪者による立法テーゼ」と結び付けて考えることにしたい。というのも、
彼が若年の頃から一貫して抱き続けたこのテーゼが彼の刑罰論の中核に位置していること
に間違いはないであろうし、そうであるならば、このテーゼが彼の自白至上主義にも影響
を及ぼしていると考えることは決して不自然ではないと思われるからである。
　再三述べたように、「犯罪者による立法テーゼ」とは、犯罪者は犯行をつうじて新たに法
を定立・是認し、その法の下に自己を包摂するというものであった。それに従うならば、裁
判所の判決を待たずとも、犯罪者は犯行時すでに自分自身に対して有罪判決を下している
ということになる。この点について、ドイツの法学者・政治学者で「未来学」（futurology）
の提唱者として知られるフレヒトハイムは、やや皮肉まじりに「もし犯罪者が、個人化さ
れた理性的意志としての、そしてまた、彼の私的・主観的意志の具体化としての彼の能力
において刑罰を受容するのならば、法廷や公判はいったいどんな役割を果たしうるのかと
問わざるをえなくなる」と述べている（Flechtheim［1947］，p. 302）。「ヘーゲルに従うな
らば、すでに自らに有罪判決を下した犯罪者に対して、重ねて有罪判決を下すことが法廷
の役割ということになる」、おそらくフレヒトハイムはこのように言いたいのであろう。し
かし、まさにそのような有罪判決こそが、ヘーゲルが理想とする有罪判決に他ならない。

　 「裁判官の宣言することは、意識において［犯罪者と］異なっていてはならず、犯罪者が
自白してしまってはじめて、判決には犯罪者にとって疎遠なものがもはや存在しなくな
るのである」（§227, Zusatz）。

　被告が自らに下す判決と裁判官の判決が被告の意識において一致するとき、その判決は
「正解」であり、被告の自己意識の権利は完全に充足される。ヘーゲルはそのような判決を
理想とするがゆえに、自白を重視したのであり、また、自白が得られない場合には、陪審
員がそれを代弁することで、その理想が実現されると考えたのである。
　以上のように、ヘーゲルにおいては、被告の自己意識の権利の充足こそが、陪審制度の
第一の存在意義である。しかしそれは同時に、裁判への市民の参与を実現する制度でもあ
る。裁判への市民の参与は、彼らの「裁判を受ける権利（法廷に立つ権利）」（§221）を実
効たらしめる上で必要である。というのも、法の知識や法を追及する可能性から市民が排
除され、それらが法律家によって独占されたならば、その権利は空虚なものに成り下がっ
てしまうからである。

　 「自立自存のために自分の活動と自分自身の知と意志
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を頼みとしている市民社会の成員
は、最も人格的で最も固有のものからだけでなく、その中の実質的で理性的なものであ
るレヒト

4 4 4

からも疎遠
4 4

にされ、そのような［専門家の］身分の後見
4 4

をうけ、その身分に対
して一種の隷属状態にさえ置かれるのである。市民社会の成員が身体的に足

4

で法廷に出
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る（法廷に立つ）権利をもっていても、彼らが精神的に
4 4 4 4

自分自身の知
4

でもってその場に
いないとすれば、その権利はとるに足らないし、彼らが獲得している権利は彼らにとっ
て外面的な運命

4 4

にとどまる。」（§228, Anm.）

　自らの活動と知力と意志に拠って立つ市民にとって、レヒトこそがその実質的で理性的
な基礎である。理性的存在者としての市民がそのレヒトから疎遠にされることがあっては
ならない。そして、その「市民」には犯罪者もまた含まれるのである。それゆえ、「犯罪者
による立法テーゼ」の含意である「犯罪者はその犯行によって法から逃れることができな
い」という命題は、正確には「犯罪者はその犯行によって法から逃れうるべきではない」
という意味に解されるべきであろう。レヒトの否定としての犯罪も、その否定の廃棄とし
ての刑罰も、共にレヒトの圏内においてのみ、その意義を保ちうる。であるならば、犯罪
者は犯罪によってレヒトから逃れうるべきではないし、それと同様に、彼は刑罰によって
レヒトから疎外されてもならない。犯罪者の意識をレヒトへと繋ぎとめておかねばならな
い。このヘーゲルの信念の反映こそが、「犯罪者による立法テーゼ」であり、自白に基づく
判決を理想とする裁判論なのである。
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【註】
1  ドイツ語の中性名詞Rechtは、権利・法・正しいこと・裁判など複数の意味をもつ語であるが、日本語に
はこれに相当する語が存在しない。よって本論では、その都度の意味に即して「権利」や「法」などの
訳語を当てた。ヘーゲルの用語としてのRechtについては、訳語を当てずに「レヒト」と標記した（その
場合、書名『法哲学』も『レヒトの哲学』とすべきだろうが、便宜上例外的に『法哲学』と記すことに
した）。三浦和男の説明によると『法哲学』での「レヒト」は、自己意識の自由を客体的に現実化させて
いくものすべてを意味している（三浦他［1991］、71頁）。ヘーゲル自身の言葉では「およそ現存在が自
由な意志の現存在であるということがレヒトである」（§29）。
  　「レヒト」に対しては、「法（権利）」や「法・権利」などの訳語が案出されている。これらの訳語を用
いるようになったのは、加藤尚武によれば、「ヘーゲルのいわゆる「法」哲学が、国家哲学という骨格で
できているのではなくて、権利の哲学という骨格になっていることをはっきりと認識するため」である
という（加藤［1999］、290頁）。

2  クルト・ゼールマンは、このテーゼが述べられる『法哲学』§100に対する徹底した批判を展開しており、
その批判の最後を「犯罪者の行為の格率を普遍化させて当該犯罪者をその下に包摂することなどは全く
もって不適切な見解でしかない」という言葉で締め括っている（ゼールマン［2008］、43-5頁）。ジャン-
クリストフ・メーレも同じく§100に対して批判的であり、「刑罰のこの主観的側面は刑罰の正当化を何
ら与えはしない」と述べている（Merle, J.［2009］，p. 115）。

3  『羅生門』における老婆と下人の行為は共に不正であり、かつ、彼らは共に自分の行為の不正性を自覚し
ていた。本論はこれらの二つのことを議論上の前提としたい。しかし、これらの前提に対しては、それ
ぞれ以下のように議論の余地があるだろう。
  ① 彼らの行為の不正性について：まず、度重なる災害によって荒廃した都にあって、彼らはもはや生き
るための手段を選びえない境遇へと追い込まれていたということが考慮されねばならないだろう。次
に、下人の老婆に対する引剥ぎはさしあたり強盗と見なしうるとしても、死体から髪の毛を抜き取る
老婆の行為に関しては、それがもはや権利主体ではない死体に対する行為であることから、その不正
性は自明ではないと思われる。しかしながら、本論では議論の便宜上、両者の行為は共に不正である
と前提することにしたい。

  ② 彼らの側での不正性の自覚について：彼らは共に、自分たちの行為を不正とは認識しておらず、むしろ
その言い分のとおりに、自分たちの行為の正当性を心から信じていたとは考えられないだろうか。し
かし、その可能性は「死人の髪の毛を抜くと云う事は、何ぼう悪い事かも知れぬ」という老婆の言葉
や「では、己が引剥ぎをしようと恨むまいな」という下人の言葉によって排除されるであろう。とい
うのも、これらの言葉には、自らの行為の不正性を自覚している者がもつであろう後ろめたさの感情
が込められていると思われるからである。

4 本論はここで、たとえばロビンフットのような「義賊」の行為を念頭に置いている。
5 「被害者にとって、不正はその量的・質的限界においてではなく、単に不正一般としてのみ現れる。す
ると、被害者は報復において度を過ごすことがありうる。それは再び新たな不正になってしまうであろ
う。」（§102, Zusatz）

6  ヘーゲルが国家による刑罰を求める理由は、すでにロックの政治哲学の中に、ほぼ同じかたちで見出す
ことができる。ロックは「犯罪者に対して、冷静な理性と良心が命じる範囲で、彼の犯罪に見合った報
復を与えること」への権利である刑罰権を、万人が本来的にもつ権利として認めている（『統治二論』第
二論文、第8節）。しかし、容易に想像できるように、各人が自分自身の事件の裁判官となるならば、自
己愛が不平等な判断をもたらし、悪しき本性や激情や復讐心が過剰な刑罰を招くことであろう。かくし
てロックは、市民的統治がそのような不都合に対する救済策であることを容易に認めるのである（同第
13節）。偶然的であるとしつつも、私人による復讐が普遍的意志に即した正当な報復でありうることを認
め、そしてその偶然性を排するために司法による刑罰を求めるヘーゲルのスタンスは、上のロックのス
タンスとほとんど同じであると言ってよい。もっとも、ロックはそこから社会契約を経由した市民的統
治の実現を説き、対するヘーゲルは社会契約論を否定することになるのだが（§75）。

7  「法律の形式において現存在へと至ったレヒトは対自的であり、レヒトに関する特殊的な意志や信念に対
して独立に対立している。そして、レヒトは自らを普遍的なものとして通用せしめねばならない。この
ように、特殊的事例において、特殊的利害関心についての主観的感情をもつことなく、レヒトを認識し
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現実化することこそ、公的な力である裁判に相応しい。」（§219）
8  ただし、この肯定的態度は『法哲学』（1820年）におけるものである。後の『エンツュクロペディー』（第
2版：1827年、第3版1830年）でのヘーゲルは、陪審制度に対してむしろ否定的な態度へと転じ、「陪審
裁判は（本来的に野蛮な時代のものである）客観的な証拠と主観的ないわゆる道徳的確信との混同であ
り取り違いなのである」と述べるに至っている（Enz.§531）。この態度の変化について、小川［1994］は
「フォンク事件」―陪審裁判に対する賛否両論の論争を引き起こした殺人事件であり、1822年に死刑判決
が下された―が原因ではないかと推測している。

9 事実の認定、すなわち法的関係の性質決定（Qualifikation）とは、侵害行為が行われたか、犯人はだれか
など、「事件の性質をその直接的個別性によって認識すること」であり、刑法においては「行為をその実
質的・犯罪的性格によって規定すること」である（§225）。

10 ここでヘーゲルは、「自白は証拠の女王」（confessio est regina probationum）を標語に掲げる「自白至上
主義」の立場に立っている。しかし、彼が自白を「確認の頂点」と見なすのは、ひとえにその自白が被
告の自己意識の権利を充足するかぎりにおいてであるのだから、その自白は当然任意性を要件とするは
ずである。よってヘーゲルは、強制・拷問・脅迫によって採取された自白の証拠能力を否定する自白法
則（憲法第38条第2項、刑訴法第318条第1項）を支持することであろう。

11 マーク・チュニックも同様に、ヘーゲルにおける陪審員の役割は被告の代弁であるとの理解を示してい
る。
 「陪審員のメンバーは犯人の共同体の一部であり、同じ倫理的内容を共有しているのだから、陪審員は犯
人の精神を代理し、彼に潜在する意志を表現している。その評決は擬似的な自白である。陪審員たちは
“主観性と自己意識の権利”、すなわち判決が“犯人にとって疎遠ではない”ことへの要求を充足するの
である。」（Tunick［1992］，p. 122）
  　ただしチュニックは、『法哲学』においても1824/25年冬学期講義においても、ヘーゲルは一貫して陪
審員に被告の代弁者の役割を帰していたと理解しているようであり、両者の違いに留意していない。

12 しかし、註8で触れたように、ヘーゲルは後の『エンツュクロペディー』では陪審制に対する見解を一
転させており、その役割についても、1824/25年冬学期講義とは正反対に「陪審員は本質的に裁判官であ
り、判決を下すのである」と述べるに至っている（Enz.§531）。

13 無論、この自白への偏重は、無理な自白の採取を招きかねない危険な立場である。しかしこれはヘーゲ
ル独自の立場ではない。中世のヨーロッパ大陸では自白が得られれば有罪判決を下すことが可能であっ
たし（渥美［1982］、44頁）、それ以降においても、大陸では、自白の獲得を目的とする糾問裁判が広く
行われていた（小川［1994］、64頁）。当時「犯人からの自白を要求することはドイツ法では日常的に見
られること」だったのである（§227, Zusatz）。

  （2017年9月25日受理）
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